
暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

Information

　
「
市
長
へ
の
手
紙
・
F
A
X
・
電
子

メ
ー
ル
」
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
市
政

に
対
す
る
提
言
・
要
望
・
意
見
と
い
っ

た
生
の
声
を
幅
広
く
聴
い
て
、
今
後
の

市
政
に
反
映
さ
せ
て
い
く
た
め
の
制
度

で
す
。
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
、
各
担
当

課
で
充
分
に
検
討
し
市
長
に
報
告
さ
れ

ま
す
。
回
答
を
希
望
す
る
人
に
は
、
市

長
名
で
書
面
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
回

答
し
ま
す
。

　

各
担
当
課
で
も
、
所
管
の
事
務
事
業

に
対
す
る
意
見
や
要
望
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
早
急
な
対
応
が
必
要
と
さ
れ

る
内
容
な
ど
は
、
直
接
、
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

　

意
見
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
市
の
回

答
と
併
せ
て
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
市
長

へ
の
メ
ー
ル
Q
＆
A
」（http://w

w
w
.

city.narita.chiba.jp/about/m
a 

yor_room
/faq/index.htm

l/

）に
無

記
名
で
掲
載
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

市
長
へ
の
手
紙

　

市
役
所
や
支
所
、
公
民
館
な
ど
市
の

施
設
に
所
定
の
用
紙（
受
取
人
払
い
）を

設
置
し
て
い
ま
す
。
任
意
の
は
が
き
・

封
書
を
利
用
す
る
場
合
は
「
市
長
へ
の

手
紙
」
と
書
い
て
、
切
手
を
貼
っ
て
送

付
し
て
だ
さ
い
。

市
長
へ
の
F
A
X

　

市
内
か
ら
は
、
送
信
料
金
は
掛
か
り

ま
せ
ん（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
か

ら
は
有
料
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。
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市
外
か
ら
は
送
信
料
金
が
掛
か
り
ま

す
。

F
A
X
0
4
7
6
‐
24
‐
1
0
8
6

市
長
へ
の
電
子
メ
ー
ル

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
市
長
へ
の
電
子

メ
ー
ル
」（http://w

w
w

.city.narita. 
chiba.jp/form

/

）か
ら
送
信
で
き
ま

す
。

　

メ
ー
ル
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
で
き
な

い
場
合
は
、
E
メ
ー
ル（nrtsodan@

city.narita.chiba.jp

）を
利
用
し
て
く

だ
さ
い（
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
ア
ド
レ

ス
か
ら
の
電
子
メ
ー
ル
を
受
信
で
き
る

よ
う
に
設
定
し
て
く
だ
さ
い
）。

　

市
政
と
は
関
係
の
な
い
内
容
や
個

人
・
団
体
を
誹
謗
中
傷
す
る
よ
う
な
も

の
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

　

氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を
忘
れ
ず

に
書
い
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
ら
の
記
入

が
な
い
場
合
は
、
参
考
意
見
と
し
て
受

け
付
け
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課
市
民
相
談

室︵
☎
20
︲
1
5
0
7
︶へ
。

　

納
税
課
で
は
、
仕
事
な
ど
で
時
間
が

取
れ
ず
平
日
に
市
税
の
納
付
や
相
談
を

す
る
こ
と
が
困
難
な
人
を
対
象
と
し
て
、

夜
間
納
税
窓
口
と
休
日
納
税
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。

　

窓
口
が
開
設
さ
れ
る
の
は
納
税
課
の

み
で
す
。

　

下
総
・
大
栄
支
所
で
は
行
い
ま
せ
ん

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

◦
夜
間
納
税
窓
口
…
5
月
24
日
㈪
〜
28

日
㈮ 

午
後
7
時
ま
で

◦
休
日
納
税
窓
口
…
5
月
23
日
㈰ 

午

前
9
時
〜
午
後
4
時

あ
な
た
の
「
声
」
を

聴
か
せ
て
く
だ
さ
い

市
長
へ
の
手
紙
・
F
A
X
・
電
子
メ
ー
ル

会
場
＝
納
税
課（
市
役
所
2
階
）

※
く
わ
し
く
は
同
課︵
☎
20
︲

 

1

 

5

 

1

 

9
︶へ
。

　

住
宅
地
な
ど
で
除
草
剤
な
ど
の
農
薬

を
散
布
す
る
と
き
、
飛
散
し
て
周
辺
の

住
民
な
ど
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

住
宅
地
内
の
除
草
や
住
宅
地
に
近

接
し
た
農
地（
市
民
農
園
や
家
庭
菜
園

を
含
む
）で
栽
培
し
て
い
る
農
作
物
や

樹
木
な
ど
に
農
薬
を
散
布
す
る
と
き
は
、

細
心
の
注
意
を
払
い
ま
し
ょ
う
。

◦
周
囲
に
影
響
が
少
な
い
時
間
帯
を
選

び
、
風
が
な
い
と
き
や
弱
い
と
き
に

最
小
限
の
範
囲
に
と
ど
め
、
風
向
き

や
散
布
方
向
な
ど
に
注
意
す
る

◦
庭
木
な
ど
食
用
と
し
な
い
植
物
へ
の

散
布
で
あ
っ
て
も
、
農
薬
取
締
法
に

基
づ
い
て
登
録
さ
れ
た
農
薬
を
使
用

し
、
ラ
ベ
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
る
使

用
上
の
注
意
を
守
る

◦
事
前
に
周
辺
の
住
民
に
農
薬
の
使
用

目
的
・
散
布
日
時
・
農
薬
の
種
類
な

ど
を
連
絡
し
、
散
布
時
に
は
立
て
看

夜
間
・
休
日
納
税

窓
口
を
開
設
し
ま
す

板
を
表
示
す
る
な
ど
し
て
区
域
内
に

ほ
か
の
人
が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

学
校
や
通
学
路
が
あ
り
、
散
布
時
に

通
行
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
学

校
や
保
護
者
な
ど
に
連
絡
す
る

◦
農
薬
を
使
用
し
た
年
月
日
・
場
所
・

農
薬
の
種
類
や
名
称
・
希
釈
倍
率
・

対
象
植
物
な
ど
を
記
録
し
、
一
定
期

間
保
管
す
る

※
く
わ
し
く
は
農
政
課︵
☎
20
︲
1 

5 

4 

1
︶、
健
康
に
つ
い
て
は
健
康
増

進
課︵
☎
27
︲
1
1
1
1
︶へ
。

農
薬
飛
散
被
害
防
止

細
心
の
注
意
を

5月の水道水の排水作業

作業日 予定地区 予定時間

5月10日㈪ 不動ヶ岡地区
午後11時

〜

翌午前5時

　市水道部では水質維持のため、次の通り水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますので、ご了
承ください。受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

※くわしくは市水道部工務課（☎ 22-0269）へ。
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本
人
が
登
録
申
請
す
る
に
は

　

登
録
す
る
印
鑑
の
ほ
か
、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
身
分
証
明
書（
写
真
と
公

印
の
あ
る
も
の
で
有
効
期
限
内
の
も

の
）ま
た
は
市
内
に
印
鑑
登
録
し
て
い

る
人
の
保
証
書（
登
録
番
号
、
登
録
印
、

住
所
、
氏
名
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る

も
の
）を
持
っ
て
、
市
民
課
、
下
総
・

大
栄
支
所
市
民
福
祉
課
で
手
続
き
を
す

る
と
、
そ
の
場
で
登
録
で
き
ま
す
。

  

身
分
証
明
書
な
ど
を
持
っ
て
い
な
い

場
合
は
、
登
録
す
る
印
鑑
と
本
人
確

認
で
き
る
も
の（
保
険
証
や
年
金
手
帳

な
ど
）を
持
っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

本
人
確
認
の
た
め
、
後
日
「
照
会
書
」

を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
回
答
書

欄
に
必
要
事
項
を
書
い
て
登
録
す
る
印

◦
6
月
16
日
㈬
…
国
際
文
化
会
館（
成

田
支
部
）

◦
6
月
18
日
㈮
…
保
健
福
祉
館
大
栄
分

館（
大
栄
支
部
）

時
間
＝
午
後
1
時
〜
1
時
50
分（
検

便
・
水
質
検
査
受
付
）、
午
後
2
時

〜
3
時
50
分（
講
習
会
）

料
金
＝
講
習
会
1
、
0
0
0
円
、
検

便
1
人
7
0
0
円
、
水
質
検
査
6
、

0
0
0
円（
組
合
員
以
外
は
別
途
料

金
）

※
講
習
会
の
受
講
を
希
望
す
る
人
は
当

日
直
接
会
場
へ
。
受
講
修
了
者
に
は

受
講
済
票
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
必

ず
店
舗
な
ど
に
掲
示
し
て
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
印
旛
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
管
内
食
品
衛
生
協
会
成
田
支
部

︵
☎
22
︲
0
4
2
7
︶へ
。

　
「
緑
の
カ
ー
テ
ン
」
は
、
ア
サ
ガ
オ

な
ど
の
ツ
ル
性
植
物
で
作
る
、
自
然
の

カ
ー
テ
ン
で
す
。
屋
外
で
太
陽
の
光
や

熱
を
遮
る
こ
と
で
、
部
屋
の
温
度
上
昇

を
抑
え
ま
す
。

　

ま
た
、
植
物
か
ら
出
る
水
蒸
気
に

よ
っ
て
温
度
を
下
げ
る
効
果
も
あ
る
の

で
、
ク
ー
ラ
ー
に
頼
り
過
ぎ
る
こ
と
な

く
夏
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
、
電
気
代

鑑
を
押
し
、
本
人
確
認
で
き
る
も
の
を

持
っ
て
も
う
一
度
来
て
く
だ
さ
い
。

代
理
人
が
登
録
申
請
す
る
に
は

　

代
理
人
が
、
登
録
す
る
印
鑑
・
委
任

状
・
代
理
人
の
身
分
確
認
で
き
る
も
の

を
持
っ
て
、
市
民
課
、
下
総
・
大
栄
支

所
市
民
福
祉
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
書
に
は
、
本
人
の
住
所
・
氏

名
・
性
別
・
生
年
月
日
の
記
入
欄
が
あ

り
ま
す
。
後
日
、
本
人
の
意
思
確
認
の

た
め
照
会
書
を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
の

で
、
回
答
書
欄
に
必
要
事
項
を
書
い
て

登
録
す
る
印
鑑
を
押
し
て
、
も
う
一
度

来
て
く
だ
さ
い
。
代
理
人
が
来
る
場
合

は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
身
分
確
認
で

き
る
も
の
・
代
理
人
の
認
め
印
が
必
要

で
す
。

印
鑑
登
録
証︵
カ
ー
ド
︶を
紛
失
し
た
ら

　

本
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、 

登
録
す

る
印
鑑
を
持
っ
て
市
民
課
、
下
総
・
大

栄
支
所
市
民
福
祉
課
で
印
鑑
登
録
証
亡

失
届
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
本
人

の
登
録
印
鑑
と
委
任
状
、
代
理
人
の
印

鑑
が
必
要
で
す
。
申
請
書
に
は
、
本
人

の
住
所
・
氏
名
・
性
別
・
生
年
月
日
の

記
入
欄
が
あ
り
ま
す
。

登
録
印
鑑
を
紛
失
し
た
ら

　

本
人
が
市
民
課
、
下
総
・
大
栄
支
所

市
民
福
祉
課
で
印
鑑
登
録
廃
止
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。
窓
口
に
来
る
の
が
困

難
な
場
合
は
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲
1 

5

2 

5
︶へ
。

期
日
と
会
場︵
対
象
支
部
︶

◦
5
月
14
日
㈮
…
三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー（
成
田
東
部
支
部
）

◦
6
月
4
日
㈮
…
成
田
市
東
商
工
会
下

総
支
所（
下
総
支
部
）

食
品
衛
生
法
定
講
習
会
と
検
便

対
象
者
は
忘
れ
ず
に

印
鑑
登
録

本
人
と
代
理
人
と
で

手
続
き
が
異
な
り
ま
す

の
節
約
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
緑
の
カ
ー
テ
ン
に
な
る
植

物
の
種
を
、
5
月
31
日（
月
）ま
で
次
の

通
り
配
布
し
て
い
ま
す
。

配
布
す
る
種
＝
ア
サ
ガ
オ
・
ゴ
ー
ヤ

（
一
人
2
袋
ま
で
・
無
く
な
り
次
第

終
了
）

配
布
場
所
＝
環
境
計
画
課（
市
役
所
4

階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課︵
☎
20
︲

1
5
3
3
︶へ
。

　

マ
ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
で
、

水
道
水
を
受
水
槽
に
い
っ
た
ん
貯
め
て
、

建
物
の
利
用
者
に
飲
み
水
と
し
て
供
給

す
る
施
設
の
設
備
や
水
質
の
管
理
は
、

建
物
の
所
有
者
や
管
理
者
が
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

水
道
水
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
受
水
槽
の
清
掃
や
点
検
な
ど
、

適
切
な
管
理
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課︵
☎
22 

︲
0
2
6
9
︶へ
。

受
水
槽

設
置
者
は

水
道
の
適
切
な
管
理
を

緑
の
カ
ー
テ
ン

夏
に
備
え
て

始
め
ま
せ
ん
か

【4月1日〜15日】
1日 新規採用職員入所式

うなりくん観光大使辞令交付式
土地開発公社理事会
体育指導委員連絡協議会総会

3日 成田女子サッカーフェスティバル
成田市レクリエーション協会総会
成田市少年野球連盟定期総会

6日 成田小学校入学式
日本自動車大学校入学式

7日 成田中学校入学式
8日 大栄幼稚園入園式

新規採用職員規律訓練除隊式
三郡市歯科医師会航空機災害
対策協議会総会

9日 華道協会総会
新規採用職員決意表明・市長
講話

10日 成田太鼓祭開幕式・千年夜舞台
11日 成田太鼓祭千願華太鼓
12日 日本自動車大学校より自動車寄

贈および感謝状贈呈式
14日 成田商工会議所青年部総会
15日 航空機事故消火救難総合訓練

全体会議

市長日誌

新規採用職員に辞令を交付

13 広報なりた 2010.5.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です



◦
5
月
10
日
㈪
以
降
…
環
境
衛
生
課

（
市
役
所
2
階
）

応
募
資
格
＝
成
田
市
に
住
民
記
録
が
あ

る
人
ま
た
は
外
国
人
登
録
を
し
て
い

る
人
で
、
申
請
日
現
在
で
市
内
に
1

年
以
上
住
ん
で
い
る
人

必
要
な
も
の
＝
焼
骨
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
優
先
し
て
受
け
付
け
ま
す
の
で
、

埋
火
葬
許
可
証
を
持
っ
て
き
て
く
だ

さ
い
。
代
理
に
よ
る
申
請
は
、
使
用

希
望
者
か
ら
の
委
任
状
が
必
要
で
す

区
画
の
決
定
＝
受
付
順
と
し
、
書
類
審

査
を
経
て
墓
地
区
画
番
号
順
に
決
定

し
ま
す
。
墓
地
の
区
画
を
選
ぶ
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課︵
☎
20
︲

1
5
3
1
︶へ
。

メ
ー
ルkankei@

city.narita.chib

　
a.jp

）へ

※
省
エ
ネ
ナ
ビ
は
、
環
境
省
が
展
開
す

る
﹁
チ
ャ
レ
ン
ジ
25
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
﹂
の
﹁
25
の
ア
ク
シ
ョ
ン
﹂
に
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
く
わ
し
く
は
市

環
境
計
画
課︵
☎
20
︲
1
5
3
3
︶へ
。

　

い
ず
み
聖
地
公
園
の
拡
張
区
域
内
墓

地
整
備（
第
1
期
分
）が
完
了
し
ま
し
た

の
で
、
墓
地
使
用
の
受
け
付
け
を
開
始

し
ま
す
。
墓
地
は
、
永
代
に
渡
り
使
用

者
を
承
継
す
る（
引
き
継
ぐ
）方
式
の
も

の
で
す
。

日
時

◦
5
月
9
日
㈰

・
午
前
9
時
〜
正
午
…
焼
骨
を
持
っ
て

い
る
人

・
午
後
1
時
〜
5
時
…
焼
骨
を
持
っ
て

い
る
人
、
持
っ
て
い
な
い
人

◦
5
月
10
日
㈪
以
降（
平
日
の
み
）

・
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
…
焼
骨

を
持
っ
て
い
る
人
、
持
っ
て
い
な
い

人
場
所

◦
5
月
9
日
㈰
…
市
役
所
6
階
大
会
議

室

　

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
に
よ
り

使
用
期
間
が
8
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
使
用
期
間
が
満
了
と

な
る
水
道
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
、
順
次

交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る

家
庭
や
事
業
所
な
ど
に
市
か
ら
の
委
託

を
受
け
た
業
者
が
交
換
作
業
に
伺
い
ま

す
。
交
換
は
無
料
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課︵
☎
22 

︲
0
2
6
9
︶へ
。

　

台
方
、
橋
賀
台
二
丁
目
、
吾
妻
一
丁

目
の
一
部
で
進
め
ら
れ
て
い
た
公
津
西

特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分

の
公
告
が
、
5
月
14
日
㈮
に
行
わ
れ
る

予
定
で
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
町
名
が
「
は
な
の
き
台

一
丁
目
、
は
な
の
き
台
二
丁
目
、
は
な

の
き
台
三
丁
目
」
と
な
り
、
地
番
も
新

し
く
な
り
ま
す
。

　

区
域
内
の
皆
さ
ん
の
住
民
票
、
印
鑑

登
録
、
土
地
・
建
物
登
記
簿
の
表
題
部

は
そ
れ
ぞ
れ
職
権
で
変
更
さ
れ
る
の
で

手
続
き
は
不
要
で
す
。
運
転
免
許
証
や

勤
務
先
へ
の
住
所
変
更
な
ど
の
手
続
き

は
、
個
人
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

自
動
交
付
機
の
停
止

　

公
津
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
の

換
地
処
分
公
告
に
伴
い
、
新
し
い
町

名
・
地
番
に
な
る
こ
と
か
ら
、
区
域
内

に
住
民
記
録
の
あ
る
人
の
住
民
票
の
変

更
を
行
い
ま
す
。

　

5
月
15
日
㈯
・
16
日
㈰
は
、
中
央
公

民
館
と
三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
に
設
置
し
て
い
る
住
民
票
・
印
鑑

登
録
証
明
書
自
動
交
付
機
の
サ
ー
ビ
ス

を
停
止
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
街
地
整
備
課︵
☎

20
︲
1
5
6
1
︶ま
た
は
公
津
西

土
地
区
画
整
理
組
合︵
☎
26
︲
0

5
3
1
︶へ
。
自
動
交
付
機
に
つ
い

て
く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲
1

5
2
5
︶へ
。

　

市
で
は
、
省
エ
ネ
の
実
践
行
動
を
広

げ
て
い
く
た
め
、
家
庭
の
電
気
使
用
量

を
金
額
に
換
算
し
、
省
エ
ネ
達
成
度
な

ど
を
表
示
す
る
こ
と
も
で
き
る
「
省
エ

ネ
ナ
ビ
」
と
、
コ
ン
セ
ン
ト
と
電
気
機

器
の
間
に
接
続
し
て
、
そ
の
電
気
機
器

の
電
気
使
用
量
や
排
出
C
O
2
を
測
定

す
る
「
エ
コ
ワ
ッ
ト
」
を
セ
ッ
ト
で
貸

し
出
し
ま
す
。

対
象
＝
電
気
の
契
約
容
量
が
7
5
A
以

下
で
、
配
線
な
ど
の
作
業
を
自
分
で

行
う
こ
と
が
で
き
、
電
気
使
用
量
や

省
エ
ネ
方
法
の
報
告
な
ど
に
協
力
で

き
る
人（
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を

設
置
し
た
家
庭
で
は
使
え
ま
せ
ん
。

配
線
は
資
格
が
い
ら
な
い
程
度
の
も

の
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
が
あ
る
と
よ
り

機
能
を
活
用
で
き
ま
す
）

貸
出
期
間
＝
貸
出
日
か
ら
1
年
間（
6

月
1
日
か
ら
随
時
貸
し
出
し
開
始
）

募
集
人
数
＝
10
人（
先
着
順
）

費
用
＝
無
料（
電
気
代
や
設
置
の
た
め

に
延
長
コ
ー
ド
な
ど
を
用
意
す
る
場

合
の
費
用
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
＝
環
境
計
画
課（
市
役
所

4
階
）に
あ
る
「
成
田
市
省
エ
ネ

ナ
ビ
市
民
モ
ニ
タ
ー
申
請
書
」

（
同
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://

w
w
w
.city.narita.chiba.jp/sisei/

sosiki/kankei/

か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）に
必
要
事
項

を
書
い
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送
、

F
A
X
、
E
メ
ー
ル
で
環
境
計
画

課（
〒
2
8
6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町

7
6
0 

F
A
X 

22
‐
4
4
4
9 

E

暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

Information

い
ず
み
聖
地
公
園

墓
地
受
け
付
け
を
開
始

水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換

委
託
を
受
け
た
業
者
が

伺
い
ま
す

公
津
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業

新
し
い
町
名
は

「
は
な
の
き
台
」
に

省
エ
ネ
ナ
ビ

チャレ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か

募集区画と使用料

墓地の
種類

募集
区画数 永代使用料

管理料

単年度 6年度
分前納

普通墓地（4㎡） 493 419,000円 3,360円 16,800円

芝生墓地（4㎡） 231 477,000円 5,880円 29,400円
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